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目 次

条 例

○山形県議会委員会条例の一部を改正する条例………………………………（議 会）…１

本号で公布された条例のあらまし

◇ 山形県議会委員会条例の一部を改正する条例 （県条例第43号） （議会）

常任委員会の委員の定数について、文教公安委員会及び農林水産委員会にあっては、７人とす

ることとした。

条 例

山形県議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年５月18日

山形県知事 齋 藤 弘

山形県条例第43号

山形県議会委員会条例の一部を改正する条例

山形県議会委員会条例（昭和50年３月県条例第５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第２号及び第４号中「委員８人」を「委員７人」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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